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大
館
市
の
介
護
保
険
制
度
は
、
市
が
運
営
し
て
い
ま
す
。
４０
歳
以
上
の
皆
さ
ん
（
被
保

険
者
）
に
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
と
公
費
が
財
源
で
、
お
お
む
ね
６５
歳
以
上
の
か
た
が
、

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

加
入
者

〇
第
１
号
被
保
険
者
（
６５
歳
以
上
の
か
た
）

保
険
料
は
、
市
が
徴
収
し
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
出
来
る
の
は
、
介

護
が
必
要
と
認
定
さ
れ
た
場
合
で
す
（
ど
ん

な
病
気
や
け
が
が
原
因
で
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
か
は
、
問
わ
れ
ま
せ
ん
）。

〇
第
２
号
被
保
険
者
（
４０
歳
か
ら
６４
歳
ま
で
の
か
た
）

保
険
料
は
、
被
保
険
者
が
加
入
し
て
い
る

医
療
保
険
の
算
定
方
法
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

医
療
保
険
と
一
括
し
て
納
め
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
出
来
る
の
は
、
認

知
症
な
ど
老
化
が
原
因
と
さ
れ
る
病
気
に
よ

り
、
介
護
が
必
要
と
認
定
さ
れ
た
場
合
で
す
。

保
険
料
の
納
め
方

〇
特
別
徴
収

老
齢
・
退
職
年
金
が
月
額
１
５
、
０
０
０
円
（
年
額
１８
万
円
）
以

上
の
か
た
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

〇
普
通
徴
収

直
接
、
納
付
書
で
個
別
に
市
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

暮暮
らら
しし
のの
情情
報報

保
険
料
の
決
め
方

第
１
号
被
保
険
者
の
保

険
料
は
、
市
が
介
護
保
険

を
運
営
す
る
た
め
に
掛
か

る
費
用
（
利
用
者
負
担
分

を
除
く
）
に
応
じ
て
、
基

準
額
を
決
め
ま
す
。

１７
年
度
の
保
険
料
は
旧
市
町
単
位
で

介
護
保
険
制
度
の
運
営
の
基
本
と
な
る
考
え
方
を

定
め
た
も
の
を
「
介
護
保
険
事
業
計
画
」
と
言
い
、

サ
ー
ビ
ス
対
象
者
の
増
加
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、

３
年
ご
と
に
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
１５
年
度
か
ら
１７
年
度
ま
で
の
３
年
間
は
「
第

２
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」
に
基
づ
い
て
保
険
料
が

算
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
１７
年
度
は
、
合
併
前
の

旧
市
町
単
位
の
保
険
料
が
適
用
さ
れ
ま
す
（
１８
年
度

か
ら
始
ま
る
「
第
３
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」
で
は
、

保
険
料
は
統
一
さ
れ
ま
す
）。

ま
た
、
保
険
料
は
、
４
月
１
日
現
在
の
所
得
金
額

や
住
民
税
の
課
税
状
況
な
ど
で
算
定
さ
れ
、
所
得
段

階
が
決
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
４
月
１
日
現
在
の
住

所
に
基
づ
き
、
基
準
額
が
区
分
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

合
併
前
の
旧
市
町
単
位
内
で
の
住
所
地
特
例
者
は
、

こ
れ
ま
で
の
旧
市
町
保
険
料
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

市市
役役
所所

�
４４９９
││
３３
１１
１１
１１

※住所地特例
６５歳以上の第１号被保険者が、特別養護老人ホームなどの施設に入所して住
所を変更した場合、入所前に住んでいた市区町村が保険料を徴収します。これ
は、施設が集中している市区町村の保険料が高額になるのを抑えるためです。

第５段階

本人が住民
税課税で合
計所得金額
が２００万円
以上

７３，７６３円

基準額
×１．６６

６２，１００円

基準額
×１．５

５９，４００円

基準額
×１．５

第４段階

本人が住民
税課税で合
計所得金額
が２００万円
未満

６０，４３２円

基準額
×１．３６

５１，７５０円

基準額
×１．２５

４９，５００円

基準額
×１．２５

第３段階

本人が住民
税非課税

４４，４３６円

基準額

４１，４００円

基準額

３９，６００円

基準額

第２段階

世帯全員が
住民税非課
税

２８，８８３円

基準額
×０．６５

３１，０５０円

基準額
×０．７５

２９，７００円

基準額
×０．７５

第１段階

生活保護の
受給者、老
齢福祉年金
受給者で世
帯全員が住
民税非課税

１７，７７４円

基準額
×０．４

２０，７００円

基準額
×０．５

１９，８００円

基準額
×０．５

段階

大
館
市

旧
比
内
町

旧
田
代
町

平
成
１５
〜
１７
年
度
保
険
料
率
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問
長
寿
支
援
課（
内
線
４
０
２
）

６５歳以上のかた（第１号被保険者）の保険料

大館市の介護保険制度の運営に掛か
る費用のうち、第１号被保険者負担分

第１号被保険者数
＝介護保険料

基 準 額
（年額）


